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砂川市高齢者保健福祉計画及び砂川市介護保険事業計画策定推進委員会設置要綱の一部を改正す

る訓令を次のように定める。 

 

 

 

 

 

 

砂川市長  飯  澤  明  彦 
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砂川市高齢者保健福祉計画及び砂川市介護保険事業計画策定推進委員会設置要綱の一部を

改正する訓令 
 
 
 砂川市高齢者保健福祉計画及び砂川市介護保険事業計画策定推進委員会設置要綱（平成11年訓令

第６号）の一部を次のように改正する。 
 
 別表（第６条関係）を次のように改める。 
砂川市高齢者保健福祉計画及び砂川市介護保険事業計画策定推進委員会組織図 
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                         （教育長） 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                         ◎ 部会長    ○ 副部会長 
 

  
     
附 則 

この訓令は、令和５年９月14日から施行する。 

 委   員   長 

副 委 員 長 

委      員 

高齢者保健福祉計画策定専門部会 介護保険事業計画策定専門部会 
◎ 社会福祉課長 
○ 社会教育課長      
  市長公室課長 
  政策調整課長 
  商工労働観光課長 
  建築住宅課長 

社会福祉協議会事務局長 

◎ 市民生活課長       
○ 税務課長 

市立病院地域医療連携課長 
 

事 務 局 長 

事務局次長 

 
事 務 局 員 

保健福祉部長 

介護福祉課長 

ふれあいセンター所長 
介護福祉課長補佐 
介護福祉課介護保険係長 
介護福祉課介護認定係長 
介護福祉課高齢者支援係長 
ふれあいセンター主幹 
地域包括支援センター管理者 
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